
58.1 8.4 3.5 7.8 4.4 3.4 9.2 5.1

寝たきりに近い状態になった場合、どこで療養生活を送りたいか

自宅 病院・診療所 老人保健施設 特別養護老人ホーム

有料老人ホーム その他 わからない 不明
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在宅医療に関する患者意識②

平成21年保険局医療課調べ

1.4

16.8

31.8

38.1

46.9

49.4

63.6

66.7

83.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

その他

居住環境の改修

24時間相談にのってくれる専門家・機関

経済的な支援

訪問介護（ホームヘルパーの訪問）体制

訪問看護（看護師の訪問）体制

症状が急に悪くなったときに、すぐ入院できる医療機関

介護してくれる家族

往診・訪問診療をしてくれる医師

自宅で最後まで療養するために必要なこと



在宅療養患者における 褥瘡有病率 7.2% 発生率 4.5%

（病院、介護保険施設における有病率はそれぞれ2.5～5.2%、3%と比べて高い。）

88%

4%

5% 0% 3%

発生場所

在宅療養中 入院中

ショートステイ中 入所中

その他・不明

54%
41%

5%

深達度

部分層欠損 全層 欠損 不明

• 在宅療養患者の褥瘡のうち約９０％は在宅療養中に発生

• 褥瘡のうち皮下組織まで達している深い褥瘡（全層欠損）は41％

• 発生から１年以上経過している褥瘡が18.6%である。
平成１９年老人保健健康増進等事業報告書
「在宅褥瘡ハイリスク患者ケア体制確立のための在宅版褥瘡予防・治療ガイドラインの策定・普及に関するモデル事業」日本褥瘡学会より作成

在宅療養者における褥瘡の実態
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１ヶ月未満

27%

１ヶ月以上３

カ月未満
23%

３ヶ月以上

６ヶ月未満
11%

６ヶ月以上１

年未満
10%

１年以上３年

未満
12%

３年以上５年

未満
4%

５年以上

3%

その他・

不明
10%

発生時期
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46%

17%

25%

12%

深い褥瘡 褥瘡担当医の

診療科
皮膚科 形成外科 内科 その他

・深い褥瘡管理においても家族、ヘルパーが実施しているものが46.3%,11.3%である。

・褥瘡担当医のうち約6.5割は皮膚科又は形成外科であった。

【皮膚科医師の早期介入】

皮膚科専門医の介入群（皮膚科医が往診）と非介入群（主に内科医の往診）

とで比較したところ、介入群で褥瘡がより改善した。（DESIGN総点*の減少）

*DESIGNは褥瘡の深さ、浸出液、サイズ等を
もって、褥瘡の状態を示す指標

平成１９年老人保健健康増進等事業報告書
「在宅褥瘡ハイリスク患者ケア体制確立のための在宅版褥瘡予防・治療ガイドラインの策定・普及に関するモデル事業」日本褥瘡学会より作成

在宅療養者における褥瘡管理

46.3%

6.9%

11.3%

87.7%
6.9%

20.7%

3.9%

家族

かかりつけ医

ヘルパー

訪問看護

褥瘡担当医

その他

不明

深い褥瘡の局所管理

創洗浄の実施者



61.8 26.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現在の提供できている以上に小児在宅医療のニーズがあるか

全くそう思わない そう思わない そう思う 非常にそう思う

71.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小児在宅医療の充足状況

十分 不十分 どちらともいえない その他

小児在宅医療の提供状況

13平成21年保険局医療課調べ



小児在宅医療における連携体制

○小児在宅医療を提供する医療機関がとっている連携について

14
平成21年保険局医療課調べ

21.9

28.1

37.5

43.8

46.9

56.3

65.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

情報共有化のための連携

専門外医療提供のための他診療所との連携

緊急時入院先確保ための連携

専門外医療提供のための他病院との連携

紹介元医療機関としての連携

夜間・24時間診療体制を確保するための連携

緊急時入院に対応するための連携

% 



小児在宅医療における困難点

在宅医療を行う医療機関の約６割が小児の方が成人に対する
在宅医療より困難な点があると回答

15平成21年保険局医療課調べ

41.7

20.8

29.2

33.3

37.5

45.8

54.2

58.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

小児在宅医療の方が大変…

その他

栄養管理により…

家族に説明を多く要す

小児在宅医療の提供施設が少なく、 …

処置に時間を要す

処置に人手を要す

急性増悪が多い

在宅医療における小児と成人の相違点

小児に

おいては

小児においては

%



訪問診療料１（自宅） ８３０点
訪問診療料２（居住系施設） ２００点

在宅患者訪問診療料（イメージ）

自宅

居住系施設
（有料老人ホーム等）

マンション

１人目 訪問診療料１＋処置料等
２人目 初・再診料等＋処置料等

１人目 訪問診療料２＋処置料等
２人目 訪問診療料２＋処置料等

１人目 訪問診療料１＋処置料等
２人目 訪問診療料１＋処置料等
３人目 訪問診療料１＋処置料等
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在宅療養支援診療所について

「在宅療養支援診療所」

診療報酬上の制度として、新たに「在宅療養支援診療所」を設
け、これを患家に対する２４時間の窓口として、必要に応じて他の
病院、診療所等との連携を図りつつ、２４時間往診、訪問看護等を
提供できる体制を構築

在宅医療に係る評価の充実

「在宅療養支援診療所」であることを要件として、在宅医療に係る
以下のような評価を充実

○ 入院から在宅療養への円滑な移行に係る評価

○ 在宅療養における２４時間対応体制に係る評価

○ 在宅におけるターミナルケアに係る評価

○ 特別養護老人ホーム等におけるターミナルケアに係る評価
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65.2%

68.0%

70.0%

15.6%

13.4%

16.0%

5.9%

7.1%

5.6%

4.1%

4.1%

3.0%

3.2%

2.0%

1.5%

5.9%

5.4%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２１年

平成２０年

平成１９年

～20人 20人～40人 40人～60人 60人～80人 80人～100人 100人～

(n=3230)

(n=538)

(n=558)

保険局医療課調べ
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在宅患者の受け持ち数別にみる在宅療養支援診療所数割合

診
療
所
数

在宅療養支援診療所１施設当たりの在宅患者数は増加傾向にある。


